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○北海道後期高齢者医療広域連合運営協議会条例

平成20年２月１日条例第５号制 定

（設置）

北海道後期高齢者医療広域連合の運営に関する重要事項を審議するため、広域連合長の附属第１条

機関として、北海道後期高齢者医療広域連合運営協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

（組織）

協議会は、委員２０人以内で組織する。第２条

委員は、次に掲げる者のうちから、広域連合長が委嘱する。２

学識経験を有する者又は公益に関する団体の役職員(１)

保険医又は保険薬剤師等の団体の役職員(２)

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第７条第２項に規定する保険者(３)

又はその組織する団体の役職員

被保険者等で公募に応じた者(４)

（委員の任期）

委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任第３条

者の残任期間とする。

委員は、補欠の委員を含め、再委嘱することができる。２

（会長及び副会長）

協議会に会長及び副会長各１人を置き、それぞれ学識経験を有する者又は公益に関する団体第４条

の役職員である委員のうちから、委員の互選により定める。

会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。２

副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理す３

る。

（会議）

協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。第５条

協議会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、会議を開くことができない。２

協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、会長の決する３

ところによる。

（庶務）

協議会の庶務は、広域連合事務局において行う。第６条

（会長への委任）

この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って第７条

定める。

（抄）附 則

（施行期日）

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。１

〔平成20年６月25日から施行（平20．６．５規則９）〕

（準備行為）

委員の公募等に係る手続その他協議会の設置に必要な準備行為は、この条例の施行の日前におい２

ても行うことができる。
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